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パブリックコメントの実施結果

１ 意見の募集期間 平成21年12月11日 ～ 平成22年１月10日

２ 意見の数 ２１件

３ 御意見及び県の考え方

(１) 条例の趣旨や内容の周知

御 意 見 県 の 考 え 方

① 条例に事業者や県民の責務を規定す 条例の趣旨・内容を県民の皆様や事業者
るとしているが，実際に排出量を削減し の皆様にご理解いただくために，県政広報
ていくためには，まず，条例の趣旨や内 番組・ 県政かわら版 ・県ホームページで「 」
容を十分に県民や企業に理解してもらう の紹介や，啓発用リーフレットの作成・配
必要がある。大変な作業かとは思うが， 付など，あらゆる媒体を活用した普及啓発

。条例の内容を知ってもらうためにどのよ を積極的に進めていきたいと考えています
うな方策を進めていくのか検討してほし また，これらの取組に加え，地域振興局
い。 ・支庁単位で条例の趣旨・内容に関する説

明会を開催し，周知を図っていきたいと考
えています。

② 内容を拝見して，例えば，カーボン 子どもから大人まで全ての県民の皆様に
オフセットとか，なかなか素人の私には 条例の趣旨・内容をご理解いただけるよう
わからないような言葉がいくつか出てき なわかりやすい啓発用リーフレットの作成
ました。私たち県民がこの条例をきっか を工夫したいと考えています。
けとして温暖化対策を自分のこととして
考えるようになるためには，とにもかく

，にもこの条例の内容をみんなが理解して
自分たちの条例として身近に感じるよう
になることがいの一番だと思います。
たぶんこれからパンフレットとか作ら

れるんだろうと思いますが，大人はもと
より，中学生・高校生，小学生にもわか
るような解説をつけていただきたいと思
います。よろしくお願いします。

(２) 取組主体別の責務

御 意 見 県 の 考 え 方

③ 環境保全活動団体を特別に位置づけ 「環境保全活動団体」とは，ＮＰＯ，任
ておられるのは良いことだと思いますが 意団体など地球温暖化の防止に寄与する活，
おそらく衛自連や生活学校などを指すも 動に取り組む様々な団体を広く指していま
のと思いますが，環境保全活動団体の定 す。
義を行っていただくとよりわかりやすく なお，団体によっては，年度によって事
なると思います。 業内容が変わったり，一年のうち，一定期

間に限って温暖化対策に取り組んでいる団
体等もあり，明確な線引きはむずかしいと
考えています。

④ 事業者の定義がいわゆる企業だとす 地球温暖化対策は，社会全体で取り組む
ると，企業でもない，環境保全団体でも 必要があることから，環境保全活動団体以
ないというような各種団体，社会の中で 外の団体については，県民と同様にそれぞ
は公益法人から同好会などに至るまで， れの活動の中で温暖化対策に取り組んでい
多様な団体があります。あらゆる主体が ただけるよう，普及啓発を図っていきたい
一丸となって取り組むべき事柄でもあり と考えています。
ますので，これらの一般団体も位置づけ

。ておいてあげることが必要だと思います
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御 意 見 県 の 考 え 方

⑤ この分野では中心的役割を担う，法 平成22年度に策定を予定している「地球
で定められた組織である「地球温暖化防 温暖化対策実行計画」において，地球温暖
止活動推進センター」を計画の中に，明 化防止活動センターの果たすべき具体的な

。 。確に位置づけていただきたいと思います 役割を位置づけていきたいと考えています

⑥ 「一時滞在者の責務」をあげられた
のは，とてもすばらしいことだと思いま －
す。観光立県を目指す上から重要です。

(３) 温暖化対策に係る総合的な計画

御 意 見 県 の 考 え 方

⑦ 条例に関することではありませんが 平成22年度に予定している「地球温暖化，
実行計画については，実効性のある具体 対策実行計画」の策定に当たっては，今後
的な施策をしっかりと盛り込んでいただ 示される国の具体的な施策も参考にしなが
くとともに，必要な予算化を進めていた ら，本県の産業構造等を踏まえ，実効性の
だければと思います。特に，排出量の伸 ある施策を検討したいと考えています。

，びが見られる民生部門の施策については
家庭・事業所共にしっかりとした施策が
必要です。

(４) 県の率先実施

御 意 見 県 の 考 え 方

⑧ 「①」から「⑥」で示されたような 「地球温暖化対策実行計画」に基づく施
内容についての目標設定と取り組み状況 策の実施状況については，毎年１回公表す
の公表を率先すると言うことも必要かと ることとしています。
思います。

(５) 事業活動に係る地球温暖化対策

御 意 見 県 の 考 え 方

⑨ 事業者は，事業活動に伴う温室効果 温室効果ガス排出量の算出方法等につい
ガスの把握に努めるものとされています ては，地域振興局・支庁単位で開催する説
が，中小企業は，温室効果ガス排出量の 明会等において，周知を図っていきたいと
把握の知識を持たないことから，どのよ 考えています。
うにしたら良いのかわからないと思いま また，県地球温暖化防止活動推進センタ
す。なにがしかの対応をしていただけれ ー（鹿児島市山下町 TEL 099-805-0158）
ばと思います。 においても，お問い合わせに対応すること

としております。

⑩ 温室効果ガス排出抑制計画書の作成 温室効果ガス排出抑制計画書の提出につ
等について，事業活動に伴い相当程度多 いては，省エネ法における取扱に準じ，県
い温室効果ガスの排出をする事業者（特 内のエネルギー使用量が1,500kl以上の事業
定事業者）の該当要件(鹿児島県内での事 者を対象としたところです。
業活動を対象とすることや省エネ法との また，対象となる温室効果ガスは，二酸
関連性等)を明確にすべき。 化炭素を考えています。
また，対象となる温室効果ガスを明確

にすべき。

⑪ 県内における当社事業所 営業所等 問題ないと考えます。（ ）
につきましては，鹿児島支店でとりまと
め，対応したいと考えておりますが，問
題ないでしょうか。
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御 意 見 県 の 考 え 方

⑫ 相当程度多い温室効果ガスの排出を 計画書の記載内容については，一部は，
する事業者は，計画書を提出するとあり 省エネ法による届出書の写しを添付して提
ますが，実際の集計実務や計画づくりな 出することができるよう事業者の負担軽減
ど担当者の負担が少ない内容であること に配慮したところです。
を期待します。

⑬ 実行計画の内容になるかもしれませ 排出量取引については，国においてその
んが，県内において排出量の取引ができ 導入に向けた検討がされているところであ
る仕組み作りができると，経済活動との り，県においても，森林整備によるＣＯ２
連携が回り出すのではないかと思います 吸収量等を認証できる仕組みづくりを検討。
そのために県で削減クレジット認証する したいと考えています。
制度や機関をオーソライズしてみてはい
かがでしょうか。可能なら(ＩＳＯ等の)
ＥＭＳによって削減できた量もクレジッ
ト化できるとＥＭＳ導入のインセンティ
ブになるのではないかと思います。

(６) 農林水産業に係る地球温暖化対策

御 意 見 県 の 考 え 方

⑭ この中で農業機器や漁船などのＢＤ 条例では，温室効果ガスの排出抑制に配
Ｆ利用やエコドライブなどを加えてはい 慮した生産活動や再生可能エネルギーの利
かがでしょうか。 用促進を規定したところであり，具体的な

施策について，平成22年度に策定を予定し
⑮ バイオマス資源の積極活用なども必 ている「地球温暖化対策実行計画」の施策
要かと思います。 の中に盛り込むことを検討していきたいと

考えています。

(７) 家庭生活における温暖化対策

御 意 見 県 の 考 え 方

⑯ 温室効果ガスの削減目標は計画で定 家庭における温室効果ガスの削減は重要
めるとしているが，鹿児島県の温室効果 な課題であることから，平成22年度に策定

「 」ガス排出量は，平成17年度時点で，平成 を予定している 地球温暖化対策実行計画
２年度と比べて，15.6％増加しており， において県全体の家庭部門の削減目標を設
中でも民生業務部門と民生家庭部門の伸 定するとともに，環境家計簿の活用等，省
び率が大きい。よって，増加しているこ エネ活動の普及啓発など，よりわかりやす
の２つの部門を中心として削減を図って く，実効性のある施策を検討していきたい
いくべきである。 と考えています。
排出量削減のためには，業務部門にお

ける企業の取組みだけでなく，家庭部門
からの取組みが重要になると思う。しか
し，規制をかけることは難しいと思われ
るため，今後，家庭部門でどの程度減ら
すべきとするのか，県全体の削減目標を

。 ，示して取組を促進する必要がある また
具体的にどのようにして減らせば良いの
かを示すなど，家庭からの取組の啓発を
図るべきだと思う。

⑰ 電気会社やガス会社の領収書には，
。毎月の使用量や金額が記載されています

領収書に記載された電気やガスの使用量
によって，どの程度温室効果ガスが発生
しているのか，実感として皆が理解でき
れば，取り組みが進むと思われます。そ
こで，家庭ごとの温室効果ガスの排出量
を領収書に記載してもらったら良いと思
います。
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(８) 交通及び自動車に係る地球温暖化対策

御 意 見 県 の 考 え 方

⑱ 公共交通機関や次世代自動車に加え 御意見等を踏まえ，自転車の利用促進に
て自転車の活用を記述してみてはいかが ついても条例に位置づけたところです。
でしょうか。公共交通機関等の「等」の なお，平成22年度に策定を予定している
中に含まれていることが定義されればそ 「地球温暖化対策実行計画」において，本
れでも良いかもしれません。 県における排出量の実情を踏まえ，交通及

び自動車に係る具体的な地球温暖化対策に
⑲ ウの中で「可能な限り」という表現 ついて盛り込むことを検討していきたいと
がありますが，全国的に見て運輸部門か 考えています。
らの排出量の割合が多い本県の実情を鑑
み，この部門への対策を県が積極的に取
り組んでいく姿勢を明確にしめしていく
ことが必要かと思います。

(９) その他

御 意 見 県 の 考 え 方

⑳ こういう条例は，おそらく他の都道 屋久島における豊富な再生可能エネルギ
府県にもあるものだと思いますが，せっ ー（水力）を活用したＣＯ２の発生が抑制
かく鹿児島でも条例を作るのですから， された先進的な地域づくりや，ＣＯ２を削
ぜひ鹿児島にしかない内容のものにして 減する有力な手法である「カーボンオフセ
いただきたいと思います。県民が，うち ット」の取組促進，森林の適切な整備を行
の県には 他の県にはないこんなに素晴 った場合について温室効果ガスの吸収量を
らしい条例があるんだよって胸を張れる 認証する取組など，特徴的な内容を盛り込
ような内容のものにしていただきますよ んだところです。
うお願いいたします。

○ 私は奄美の出身ですが，奄美は今屋 屋久島は，島内の電気のほとんどを再生21

久島と同じ世界自然遺産登録に向けて行 可能エネルギーである水力発電で賄ってい
政の方だけでなく，みんなが一丸となっ ますが，このことが県内の他の地域にはな
て頑張っています。 い大きな特徴となっています。このような
今度の条例は温暖化対策推進の条例と ことから，今後，電気自動車の普及促進な

いうことで世界自然遺産と直接関係はな どの施策を展開することにより，温室効果
いかもしれませんが，屋久島と並べて奄 ガスの排出が抑制された先進的な地域を目
美での取組も記載していただき，温暖化 指すこととしており，本県の地球温暖化対
対策にどんどん取り組んでいただければ 策のモデル的な取組として，条例に位置づ，
同じ環境関係で奄美のイメージアップに けたところです。
つながり，遺産登録にもプラスになるよ
うな気がしますがいかがでしょうか。


